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(57)【要約】
【課題】駆動制御装置において、より適切に慣性走行す
ることを可能とする。
【解決手段】駆動制御装置（１００）は、車両（１）の
動力源（１０）で発生した回転動力を車両の駆動輪に伝
達する伝達状態、及び、回転動力を駆動輪に伝達せず車
両に慣性走行させる非伝達状態のうちいずれか一方から
いずれか他方へ切り替え可能な切り替え手段（４３、２
３等）と、駆動輪の駆動軸の回転速度と動力源の回転速
度との比である変速比を変更可能な変速手段（２０）と
、伝達状態において、回転動力により変速手段に第１作
動油を供給する第１オイルポンプ（２５）と、伝達状態
及び非伝達状態において、電動力により変速手段に第２
作動油を供給可能な第２オイルポンプ（２６）と、非伝
達状態において、変速比を変更する場合、変速手段によ
る変速比の変更が完了した後、第２作動油の供給を停止
するように第２オイルポンプを制御する制御手段（４３
）とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の動力源で発生した回転動力を前記車両の駆動輪に伝達する伝達状態、及び、前記
回転動力を前記駆動輪に伝達せず前記車両に慣性走行させる非伝達状態のうちいずれか一
方からいずれか他方へ切り替え可能な切り替え手段と、
　前記駆動輪の駆動軸の回転速度と前記動力源の回転速度との比である変速比を変更可能
な変速手段と、
　前記伝達状態において、前記回転動力により前記変速手段に第１作動油を供給する第１
オイルポンプと、
　前記伝達状態及び前記非伝達状態において、電動力により前記変速手段に第２作動油を
供給可能な第２オイルポンプと、
　前記非伝達状態において、前記変速比を変更する場合、前記変速手段による前記変速比
の変更が完了した後、前記第２作動油の供給を停止するように前記第２オイルポンプを制
御する制御手段と
　を備えることを特徴とする車両の駆動制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記非伝達状態において前記駆動輪の回転速度を減速させる度合いが
所定レベルを超える場合、前記切り替え手段によって前記非伝達状態から前記伝達状態へ
切り替えさせた後、且つ、前記変速手段によって前記変速比を変更させた後、前記第２作
動油の供給を停止するように前記第２オイルポンプを制御することを特徴とする請求項１
に記載の車両の駆動制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば自動車等の車両の駆動制御装置に関し、特に、車両が慣性走行してい
る際の駆動制御を行う駆動制御装置の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の駆動制御装置として、例えば特許文献１等には、車両の速度が上限値を超えた
場合、エンジンから車輪への駆動力の伝達を切断して車両の速度が下限値を下るまで慣性
走行を実施する装置について開示されている。
【０００３】
　また、この種の駆動制御装置として、例えば特許文献２等には、慣性走行の最中に急激
な減速操作が行われる場合、慣性走行を中止してエンジンブレーキを掛ける装置について
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６１－２７８４２９号公報
【特許文献２】特開平８－２６８１２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献１等によれば、慣性走行に伴って起動している電動式
オイルポンプの動作タイミングを考慮していないため、慣性走行に伴ってオイルの供給に
関して不具合が発生する可能性があるという技術的な問題点が生じる。
【０００６】
　本発明は、例えば上述した問題点に鑑みなされたものであり、より適切に慣性走行する
ことが可能な駆動制御装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る車両の駆動制御装置は、車両の動力源で発生
　
【０００８】
した回転動力を前記車両の駆動輪に伝達する伝達状態、及び、前記回転動力を前記駆動輪
に伝達せず前記車両に慣性走行させる非伝達状態のうちいずれか一方からいずれか他方へ
切り替え可能な切り替え手段と、前記駆動輪の駆動軸の回転速度と前記動力源の回転速度
との比である変速比を変更可能な変速手段と、前記伝達状態において、前記回転動力によ
り前記変速手段に第１作動油を供給する第１オイルポンプと、前記伝達状態及び前記非伝
達状態において、電動力により前記変速手段に第２作動油を供給可能な第２オイルポンプ
と、前記非伝達状態において、前記変速比を変更する場合、前記変速手段による前記変速
比の変更が完了した後、前記第２作動油の供給を停止するように前記第２オイルポンプを
制御する制御手段とを備える。
【０００９】
　本発明に係る車両の駆動制御装置によれば、例えばクラッチ等を備えて構成可能な切り
替え手段によって、車両の動力源で発生した回転動力を車両の駆動輪に伝達する伝達状態
、及び、回転動力を駆動輪に伝達せず車両に慣性走行させる非伝達状態のうちいずれか一
方からいずれか他方へ切り替えられる。
【００１０】
　本発明に係る伝達状態とは、典型的には、車両の動力源としてのエンジンで発生した回
転動力が、例えばクラッチが係合されることにより、車両の駆動輪に伝達している状態を
意味する。本発明に係る非伝達状態とは、典型的には、エンジンで発生した回転動力が、
例えばクラッチの係合が解放されることにより、車両の駆動輪に伝達されず、車両が慣性
走行している状態を意味する。
【００１１】
　例えば自動変速機等を備えて構成可能な変速手段によって、駆動輪の駆動軸の回転速度
と動力源の回転速度との比である変速比が変更される。
【００１２】
　例えば機械式オイルポンプ等を備えて構成可能な第１オイルポンプによって、伝達状態
において、回転動力により変速手段に第１作動油が供給される。ここに、本発明に係る作
動油とは、変速手段によって変速比を変更させるための油を意味する。
【００１３】
　例えば電動式オイルポンプ等を備えて構成可能な第２オイルポンプによって、伝達状態
及び非伝達状態において、電動力により変速手段に第２作動油が供給される。
【００１４】
　特に、本発明によれば、非伝達状態において、変速比を変更する場合、例えばメモリ、
プロセッサ等を備えて構成可能な制御手段の制御下で、変速手段による変速比の変更が完
了した後、第２オイルポンプによる第２作動油の供給が停止される。
【００１５】
　このように、本発明によれば、非伝達状態において、車両が慣性走行している最中は、
第２オイルポンプによって、変速手段へ作動油の油圧が供給される。と共に、車両の慣性
走行中は、第１オイルポンプによる変速手段への作動油の油圧の供給は停止されている。
そして、この車両の慣性走行中に、変速比を変更する場合、当該変速比の変更が完了した
後、第２オイルポンプによる変速手段への作動油の油圧の供給が停止される。これにより
、変速手段へ供給される作動油の油圧が低下することを効果的に防止することができる。
これにより、変速手段の内部の係合部材における係合位置のずれ、又は、非係合が発生す
ることを効果的に防止することができる。
【００１６】
　特に、第２オイルポンプによる作動油の供給を停止する場合には、第１オイルポンプに
よる作動油の供給が十分になった後、第２オイルポンプによる作動油の供給を停止するこ
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とが好ましい。これにより、変速手段へ供給される作動油の油圧が低下することをより効
果的に防止することができるので、実践上、大変有益である。
【００１７】
　本発明に係る車両の駆動制御装置の一態様は、前記制御手段は、前記非伝達状態におい
て前記駆動輪の回転速度を減速させる度合いが所定レベルを超える場合、前記切り替え手
段によって前記非伝達状態から前記伝達状態へ切り替えさせた後、且つ、前記変速手段に
よって前記変速比を変更させた後、前記第２作動油の供給を停止するように前記第２オイ
ルポンプを制御する。
【００１８】
　ここに、本発明に係る所定レベルとは、車両の運転者がブレーキペダルを踏み込んで車
両が減速する際の駆動輪の回転速度が減速する度合いを意味する。典型的には、所定レベ
ルは、減速する際の加速度が例えば「０．３」倍の重力の大きさを意味してよい。
【００１９】
　この態様によれば、慣性走行中の車両において、駆動輪の回転速度を減速させる度合い
が所定レベルを超える場合、非伝達状態から前記伝達状態へ切り替えられた後、且つ、変
速比が変更された後、第２作動油の供給が停止される。これにより、減速の度合いが所定
レベルを超える急激な減速が行われる際に、変速手段へ供給される作動油の油圧が低下す
ることをより効果的に防止することができるので、実践上、大変有益である。
【００２０】
　本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施形態から明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１実施形態に係る駆動制御装置が搭載される車両の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】第１実施形態に係る駆動制御装置における動作の流れを示したフローチャートで
ある。
【図３】第２実施形態に係る駆動制御装置が搭載される車両の構成を示すブロック図であ
る。
【図４】第２実施形態に係る駆動制御装置における動作の流れを示したフローチャートで
ある。
【図５】第２実施形態に係る駆動制御装置の変速制御において用いられる変速マップの一
例及び他の例を示すグラフ（図５（ａ）及び図５（ｂ））である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。
【００２３】
　（第１実施形態）
　（基本構成）
　本発明に係る駆動制御装置の第１実施形態について、図１及び図２を参照して説明する
。
【００２４】
　先ず、本実施形態に係る駆動制御装置が搭載される車両の構成について、図１を参照し
て説明する。図１は、本実施形態に係る駆動制御装置が搭載される車両の構成を示すブロ
ック図である。尚、図１では、説明の便宜上、本実施形態に直接関係のある部材のみ図示
しており、他の部材については図示を省略している。
【００２５】
　図１において、車両１は、エンジン１０、自動変速機２０、エンジンＥＣＵ（Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）４１、トランスミッションＥＣＵ４２、慣性
走行制御用ＥＣＵ４３、及び、バッテリーＥＣＵ４４を備えて構成されている。
【００２６】
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　エンジン１０は、該エンジン１０の始動時に、該エンジン１０をクランキングするため
のスタータモータ１１と、エンジン１０のクランクシャフトの回転に連動して回転するオ
ルタネータ１２と、を有している。
【００２７】
　自動変速機２０は、無段変速機２１、前後進クラッチ２２、エンジン切り離しクラッチ
２３、ロックアップクラッチ付きトルクコンバータ２４、機械式オイルポンプ２５（以降
、適宜“メカポンプ”と称する）、電動式オイルポンプ２６、オルタネータ２７及び伝達
軸２８を有している。尚、この自動変速機２０によって、本発明に係る変速手段の一例が
構成されている。
【００２８】
　無段変速機２１の入力軸は、伝達軸２８を介して、前後進クラッチ２２に連結されてい
る。他方、無段変速機２の出力軸は、デファレンシャル３１及びドライブシャフト３２を
介して駆動輪３３ａ及び３３ｂに連結されている。前後進クラッチ２２は、その締結状態
により、無段変速機２１の入力軸の回転方向を制御する。
【００２９】
　エンジン切り離しクラッチ２３は、図１に示すように、エンジン１０とトルクコンバー
タ２４の入力軸との間に配置され、エンジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸との間
の動力の伝達を切断可能に構成されている。尚、このエンジン切り離しクラッチ２３によ
って、本発明に係る切り替え手段の一例が構成されている。
【００３０】
　トルクコンバータ２４は、ロックアップクラッチ、ポンプインペラ、タービンライナ及
びステータを備えて構成されている。ロックアップクラッチは、トルクコンバータカバー
（以降、適宜「トルコンカバー」と称す）及びロックアップピストンにより構成されてい
る。
【００３１】
　トルクコンバータ２４の入力軸は、トルコンカバーを介してポンプインペラに接続され
ている。他方、トルクコンバータ２４の出力軸は、ロックアップピストン及びタービンラ
イナに接続されている。ステータは、ワンウェイクラッチを有し、トルク増幅機能を有す
る。ロックアップクラッチの係合及び解放は、トルクコンバータ２４に供給されるオイル
の油圧により制御される。尚、トルクコンバータ２４の出力軸の回転数は、タービン回転
数と一致する。特に、本実施形態において、「ポンプインペラ」及び「トルコンカバー」
を、それらの機能に着目して「入力側回転体」と総称する。加えて、本実施形態において
、「ロックアップピストン」及び「タービンインペラ」を、それらの機能に着目して「出
力側回転体」と総称する。
【００３２】
　特に、ロックアップクラッチの係合及び解放は、メカポンプ２５又は電動式オイルポン
プ２６によってトルクコンバータ２４に供給されるオイルの油圧（具体的には、解放側油
室及び係合側油室の各々に供給されるオイルの油圧）により制御される。
【００３３】
　メカポンプ２５は、トルクコンバータ２４の入力側回転体の回転により油圧を発生させ
る。より具体的には、メカポンプ２５は、連結部材を介して、トルクコンバータ２４のポ
ンプインペラに接続され、トロコイド型の外歯を有するインナロータと、該外歯と係合す
る内歯を有するアウタロータとを備えるトロコイド式のオイルポンプである。トルクコン
バータ２４のポンプインペラの回転に伴ってインナロータが回転駆動されると、内歯と外
歯とが係合しているので、アウタロータも回転し、両ロータの回転に起因して油圧が発生
される。尚、このメカポンプ２５によって、本発明に係る第１オイルポンプの一例が構成
されている。
【００３４】
　電動式オイルポンプ２６は、トランスミッションＥＣＵ４２から出力される信号に応じ
て、油圧を発生させる。オルタネータ２７は、無段変速機２１の入力軸の回転と連動して
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回転する。尚、この電動式オイルポンプ２６によって、本発明に係る第２オイルポンプの
一例が構成されている。
【００３５】
　尚、自動変速機２０は、無段変速機２１に代えて、例えば、マルチモードマニュアルト
ランスミッション（ＭＭＴ）、デュアルクラッチトランスミッション（ＤＣＴ）等を有し
ていてもよい。
【００３６】
　エンジンＥＣＵ４１は、エンジン１０の駆動状態を制御する。トランスミッションＥＣ
Ｕ４２は、自動変速機２０を制御する。慣性走行制御用ＥＣＵ４３は、車両１の慣性走行
を許可するか否か判定すると共に、エンジンＥＣＵ４１及びトランスミッションＥＣＵ４
２に対して、車両１の慣性走行を許可するか否かを示す信号を送信する。ここに、本実施
形態に係る慣性走行とは、車両１がエンジン１０の駆動力とは独立して、車両１の重量と
車両１が有する運動エネルギーに起因した慣性力によって走行する状態を意味する。典型
的には、慣性走行とは、エンジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸との間の動力の伝
達が切断されている非伝達状態における車両１の走行状態を意味する。
【００３７】
　バッテリーＥＣＵ４４は、バッテリー（図示せず）の状態（例えば、充電率、温度等）
を監視すると共に、監視結果を示す信号を慣性走行制御用ＥＣＵ４３に送信する。
【００３８】
　駆動制御装置１００は、自動変速機２０、エンジン切り離しクラッチ２３、メカポンプ
２５、電動式オイルポンプ２６、トランスミッションＥＣＵ４２、慣性走行制御用ＥＣＵ
４３を備えて構成されている。
【００３９】
　トランスミッションＥＣＵ４２は、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、エンジン切
り離しクラッチ２３によりエンジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸との間の動力の
伝達が切断された状態で車両１が走行する慣性走行へ移行する際に、トルクコンバータ２
４のロックアップピストン及びトルコンカバー（即ち、ロックアップクラッチ）が係合さ
れた状態で、エンジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸との間の動力の伝達を切断す
るようにエンジン切り離しクラッチ２３を制御する。尚、上述したトランスミッションＥ
ＣＵ４２及び慣性走行制御用ＥＣＵ４３によって、本発明に係る制御手段の一例が構成さ
れている。
【００４０】
　（駆動制御装置の動作原理）　
　次に、図２を参照して、第１実施形態に係る駆動制御装置１００の動作原理について説
明する。ここに、図２は、第１実施形態に係る駆動制御装置１００における動作の流れを
示したフローチャートである。尚、図２に示された駆動制御装置１００における動作は、
一定の周期で又は不定周期で、或いは連続して実行される。
【００４１】
　図２に示されるように、先ず、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、車両１が慣性走
行の最中であり、且つ、電動式オイルポンプ２６が起動中であるか否かが判定される（ス
テップＳ１０）。ここで、車両１が慣性走行の最中であり、且つ、電動式オイルポンプ２
６が起動中であると判定されない場合、言い換えると、車両１が慣性走行の最中でない、
又は、電動式オイルポンプ２６が起動中でないと判定される場合（ステップＳ１０：Ｎｏ
）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、電動式オイルポンプ２６が起動されてよい（
ステップＳ２２）。
【００４２】
　上述したステップＳ１０の判定の結果、車両１が慣性走行の最中であり、且つ、電動式
オイルポンプ２６が起動中であると判定される場合（ステップＳ１０：Ｙｅｓ）、慣性走
行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、運転者の運転操作が車両１の走行速度を急激に減速させ
たか否かが判定される（ステップＳ１１）。典型的には、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制
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御下で、車両１の走行速度を減速する際の加速度（上述した減速加速度）が、例えば０．
３Ｇを超えるか否かが判定されてよい。
【００４３】
　特に、運転操作による車両１の走行速度の減速の度合いに応じて、無段変速機２１の入
力軸の回転と連動して回転するオルタネータ２７での回生量を変化させるように、オルタ
ネータ２７において各種の制御を実施してよい。或いは、運転操作による車両１の走行速
度の減速の度合いに応じて、エンジン１０のエンジンブレーキによる制動力を変化させる
ように、エンジン１０に接続された電動発電機において各種の制御を実施してよい。或い
は、運転操作による車両１の走行速度の減速の度合いに応じて、駆動輪に掛かる制動力を
変化させるように、駆動軸に接続されたリターダ（又はリターダー）において各種の制御
を実施してよい。これにより、慣性走行による燃費の向上と、減速する際に用いられる摩
擦部材の耐久性の向上との両立を実現可能である。ここに、本実施形態に係るリターダは
、典型的には、渦電流（eddy current）ブレーキであり、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制
御下で、例えば無段変速機２の出力軸において、渦電流を発生させ、駆動輪の駆動を制動
可能な装置である。
【００４４】
　上述したステップＳ１１の判定の結果、運転者が車両１の走行速度を急激に減速させた
と判定される場合（ステップＳ１１：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、
慣性走行許可フラグがオンであるか否かが判定される（ステップＳ１２）。即ち、慣性走
行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、エンジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸との間の
動力の伝達が切断されている非伝達状態から、エンジン１０とトルクコンバータ２４の入
力軸との間の動力が伝達されている伝達状態へ変化させるか否かが判定される。
【００４５】
　上述したステップＳ１２の判定の結果、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、慣性走
行許可フラグがオンであると判定される場合（ステップＳ１２：Ｙｅｓ）、慣性走行制御
用ＥＣＵ４３の制御下で、慣性走行許可フラグがオフにされる（ステップＳ１３）。これ
により、非伝達状態から、伝達状態へ変化させることができる。
【００４６】
　続いて、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２によっ
て、エンジン切り離しクラッチ２３の締結が実施される（ステップＳ１４）。典型的には
、このエンジン切り離しクラッチ２３の締結が実施される場合、エンジンの回転速度に応
じたクラッチ係合圧の制御が実施されることが好ましい。これにより、エンジン１０とト
ルクコンバータ２４の入力軸とを適切且つ確実に伝達可能に係合することができる。
【００４７】
　続いて、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２からの
信号に基づいて、エンジン切り離しクラッチ２３の締結が完了したか否かが判定される（
ステップＳ１５）。ここで、エンジン切り離しクラッチ２３の締結が完了した判定される
場合（ステップＳ１５：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッ
ションＥＣＵ４２は、運転操作による車両１の走行速度の急激な減速に伴うダウンシフト
が要求されたか否かを判定する（ステップＳ１６）。
【００４８】
　上述したステップ１６の判定の結果、ダウンシフト要求があると判定される場合（ステ
ップＳ１６：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣ
Ｕ４２は、変速点制御によるアクセル全閉のダウンシフトを許可する（ステップＳ１７）
。
【００４９】
　続いて、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２によっ
て、ダウンシフトが完了したか否かが判定される（ステップＳ１８）。ここで、ダウンシ
フトが完了したと判定される場合（ステップＳ１８：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４
３の制御下で、再度、電動式オイルポンプ２６が起動中であるか否かが判定される（ステ
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ップＳ１９）。ここで、電動式オイルポンプ２６が起動中であると判定された場合（ステ
ップＳ１９：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣ
Ｕ４２によって、メカポンプ２５の回転数が所定回転数Ｎ１以上であるか否かが判定され
る（ステップＳ２０）。ここに、第１実施形態に係る「所定回転数Ｎ１」とは、メカポン
プ２５の回転に代えて、電動式オイルポンプ２６を停止するか否かを決定する値であり、
例えばメカポンプ２５の回転数と、メカポンプ２５により生ずる油圧との定量的又は定性
的な関係を求め、該求められた関係に基づいて、自動変速機２０が要求する油圧をメカポ
ンプ２５単独で供給可能な回転数として設定すればよい。この「所定回転数Ｎ１」は、予
め固定値として、或いは何らかの物理量又はパラメータに応じた可変値として、実験的若
しくは経験的に、又はシミュレーション等によって、個別具体的に設定されてよい。
【００５０】
　上述したステップＳ２０の判定の結果、メカポンプ２５の回転数が所定回転数Ｎ１以上
であると判定される場合（ステップＳ２０：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御
下で、トランスミッションＥＣＵ４２によって、電動式オイルポンプ２６が停止され（ス
テップＳ２１）、一連の制御処理は終了される。
【００５１】
　このように、第１実施形態によれば、車両１の慣性走行中は、電動式オイルポンプ２６
によって、自動変速機２０等へ作動油の油圧が供給される。と共に、車両１の慣性走行中
は、エンジン１０は停止され、メカポンプ２５による自動変速機２０等への作動油の油圧
の供給は停止されている。そして、この車両１の慣性走行中に、上述した運転操作による
車両１の走行速度の急激な減速に伴うダウンシフトが要求される場合、ダウンシフトが完
了した後、電動式オイルポンプ２６による自動変速機２０等への作動油の油圧の供給が停
止される。これにより、自動変速機２０等へ供給された作動油の油圧が低下することを効
果的に防止することができる。これにより、自動変速機２０の内部の係合部材における係
合位置のずれ、又は、非係合が発生することを効果的に防止することができる。
【００５２】
　特に、電動式オイルポンプ２６による作動油の供給を停止する場合には、メカポンプ２
５による作動油の供給が十分になったことの確認後、電動式オイルポンプ２６による作動
油の供給を停止することが好ましい。これにより、自動変速機２０等へ供給された作動油
の油圧が低下することをより効果的に防止することができるので、実践上、大変有益であ
る。
【００５３】
　仮に、慣性走行中に起動している電動式オイルポンプ２６を停止するタイミングを考慮
しない場合、次のような技術的な問題点が生じる。即ち、慣性走行を終了して自動変速機
２０によって変速する際に、慣性走行の終了と同時に電動式オイルポンプ２６を停止した
場合、自動変速機２０による変速に必要な作動油の油圧が不足する可能性があるという技
術的な問題点が生じる。
【００５４】
　（駆動制御装置の動作原理：続き）　
　他方、上述したステップＳ１１の判定の結果、運転者が車両１の走行速度を急激に減速
させたと判定されない場合（ステップＳ１１：Ｎｏ）、或いは、上述したステップＳ１２
の判定の結果、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、慣性走行許可フラグがオンである
と判定されない場合、言い換えると、慣性走行許可フラグがオフあると判定される場合、
（ステップＳ１２：Ｎｏ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッション
ＥＣＵ４２からの信号に基づいて、エンジン切り離しクラッチ２３の締結が完了したか否
かが判定される（ステップＳ１５）。
【００５５】
　他方、上述したステップＳ１５の判定の結果、エンジン切り離しクラッチ２３の締結が
完了した判定されない場合（ステップＳ１５：Ｎｏ）、一連の処理を終了する。
【００５６】
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　他方、上述したステップ１６の判定の結果、ダウンシフト要求があると判定されない場
合、言い換えると、ダウンシフト要求がないと判定される場合、（ステップＳ１６：Ｎｏ
）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２によって、ダ
ウンシフトが完了したか否かが判定される（ステップＳ１８）。
【００５７】
　他方、上述したステップＳ１８の判定の結果、ダウンシフトが完了したと判定されない
場合、言い換えると、ダウンシフトが完了しないと判定される場合、（ステップＳ１８：
Ｎｏ）、或いは、上述したステップＳ１９の判定の結果、電動式オイルポンプ２６が起動
中であると判定されない場合、言い換えると、電動式オイルポンプ２６が起動中でないと
判定される場合（ステップＳ１９：Ｎｏ）、或いは、上述したステップＳ２０の判定の結
果、メカポンプ２５の回転数が所定回転数Ｎ１以上であると判定されない場合、言い換え
るとメカポンプ２５の回転数が所定回転数Ｎ１未満であると判定される場合（ステップＳ
２０：Ｎｏ）、一連の処理を終了する。
【００５８】
　（第２実施形態）
　（基本構成）
　本発明に係る駆動制御装置の第２実施形態について、図３乃至図５を参照して説明する
。
【００５９】
　先ず、第２実施形態に係る駆動制御装置が搭載される車両の構成について、図３を参照
して説明する。図３は、第２実施形態に係る駆動制御装置が搭載される車両の構成を示す
ブロック図である。尚、図３では、第１実施形態に係る駆動制御装置の構成要素の概ね同
様な構成要素には、同一の符号を付し、それらの説明は適宜省略する。
【００６０】
　図３において、車両１は、上述したエンジン１０、自動変速機２０、エンジンＥＣＵ（
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）４１、トランスミッションＥＣＵ４
２、慣性走行制御用ＥＣＵ４３、及び、バッテリーＥＣＵ４４に加えて、通信機４５、前
方検知装置４６、及び、ナビゲーション装置４７を備えて構成されている。
【００６１】
　通信機４５は、典型的には、自車両と、自車両を除く他の車両との間での通信を行うた
めの通信機であり、車車間通信用のアンテナを介して他の車両と通信を行う。通信機４５
は、或いは、典型的には、路車間通信機であり、自車両が走行する道路に設置された路側
インフラと通信を行うための通信機であり、路車間通信用のアンテナを介して路側インフ
ラと通信を行う。より具体的には、通信機４５は、路側インフラと通信を行う。通信機４
５は、交差点に設置された信号機の信号サイクル情報や、交差点付近に存在する他車両の
存在状況を示す存在状況情報を、路側インフラ装置から受信する。尚、信号サイクル情報
には、信号機の現在の灯色や、現在の灯色が変化するまでの時間（例えば、現在の灯色が
青色である場合には、灯色が赤色或いは黄色になるまでの時間）などが含まれる。
【００６２】
　通信機４５は、より典型的には、例えばＧＰＳ信号や地図情報や道路交通情報に関する
各種の情報を受信すると共に、例えば自車両の位置情報等の各種の車両情報を情報管理サ
ーバへ送信してよい。車両情報は、より典型的には、運転者の運転操作タイミング、運転
操作量、運転操作の方向、車両の速度若しくは加減速度に関する定量的及び定性的なデー
タ群を意味してよい。
【００６３】
　より詳細には、通信機４５は、ＧＰＳ信号を受信するために、複数のＧＰＳ衛星から、
測位用データを含む下り回線データを搬送する電波を受信する。測位用データは、緯度及
び経度情報等から車両の絶対的な位置を検出するために用いられる。更に詳細には、通信
機４５は、例えば、ＦＭチューナやビーコンレシーバ、携帯電話や専用の通信カードなど
により構成されてよく、通信用インタフェースを介して、ＶＩＣＳ（Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｉ
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ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）センタ等の交通環
境情報サーバから配信される渋滞や交通情報などの、所謂、道路交通情報や、その他の情
報を、例えば電波等の通信網を介して受信してよい。更に詳細には、通信機４５は、地図
情報の全部又は地図情報のうち更新された一部に関する情報を受信してよい。
【００６４】
　前方検知装置４６は、例えば車載用のカメラや車載用のレーダー等の、車両の前方に位
置する他の車両や障害物を検知する装置である。
【００６５】
　ナビゲーション装置４７は、典型的にはカーナビゲーション等の装置であり、受信され
たＧＰＳ信号や記憶された地図情報に基づいて、自車両の位置を地図上で運転者に提示可
能な装置である。
【００６６】
　ナビゲーション装置４７は、典型的にはカーナビゲーション等の装置であり、受信され
たＧＰＳ信号や記憶された地図情報に基づいて、自車両の位置を地図上で運転者に提示可
能な装置である。
【００６７】
　第２実施形態に係る駆動制御装置２００は、自動変速機２０、エンジン切り離しクラッ
チ２３、メカポンプ２５、電動式オイルポンプ２６、トランスミッションＥＣＵ４２、慣
性走行制御用ＥＣＵ４３を備えて構成されている。
【００６８】
　特に、第２実施形態によれば、エンジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸との間の
動力の伝達が切断されている非伝達状態である慣性走行中において走行速度を低下させる
場合、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、エンジン切り離しクラッチ２３は切断状態
から係合状態へ切り替えられ、非伝達状態からエンジン１０とトルクコンバータ２４の入
力軸との間の動力が伝達されている伝達状態へ切り替えられる。そして、非伝達状態から
伝達状態へ切り替えられた後、無段変速機２１によって、変速比が変更される。
【００６９】
　これにより、上述した非伝達状態の下で車両が慣性走行している最中に車両１が減速す
る際の加速度を小さくさせつつ、車両の走行速度を減速させることが可能である。これに
より、車両の運転者は、車両の慣性走行の最中に減速する際に、変速比の変更に伴う走行
ショックに起因した運転上の違和感を体感する度合いを低減することが可能であり、ひい
ては、ドライバビリティを向上させることが可能である。
【００７０】
　（駆動制御装置の動作原理）　
　次に、図４及び図５を参照して、第２実施形態に係る駆動制御装置２００の動作原理に
ついて説明する。ここに、図４は、第２実施形態に係る駆動制御装置２００における動作
の流れを示したフローチャートである。尚、図４に示された駆動制御装置２００における
動作は、一定の周期で又は不定周期で、或いは連続して実行される。
【００７１】
　図５は、第２実施形態に係る駆動制御装置２００の変速制御において用いられる変速マ
ップの一例及び他の例を示すグラフ（図５（ａ）及び図５（ｂ））である。尚、図５（ａ
）及び図５（ｂ）中の横軸は、車両１の走行速度を示し、縦軸は、自動変速機２０のアク
セル開度を示す。また、図５（ａ）及び図５（ｂ）中の実線Ｌ１２、Ｌ２３、Ｌ３４は、
第１速から第２速への変速、第２速から第３速への変速、第３速から第４速への変速線を
夫々示す。図５（ａ）及び図５（ｂ）中の点線Ｌ４３、Ｌ３２、Ｌ２１は、第４速から第
３速への変速、第３速から第２速への変速、第２速から第１速への変速線を夫々示す。特
に、図５（ａ）中の太い実線Ｌ２３’は、コーストダウンシフトによる変速点制御におけ
る第２速から第３速への変速線を夫々示す。図５（ａ）中の太い点線のＬ３２’は、コー
ストダウンシフトによる変速点制御における第３速から第２速への変速線を示す。
【００７２】
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　（非伝達状態の慣性走行から伝達状態の走行への切り替え制御処理）
　図４に示されるように、先ず、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、慣性走行中の車
両１の減速が、例えば数十μ秒～数秒等の所定時間以内に必要であるか否かが判定される
（ステップＳ１０１）。典型的には、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、例えば車載
用のカメラや車載用のレーダー等の前方検知装置４６が、他の車両や障害物を車両の前方
の所定範囲において検知し、車両１の現在の走行速度では衝突する危険性が高まったか否
かが判定される。或いは、典型的には、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、通信機４
５が受信した車両１の位置情報に基づいて、例えば、下り坂道路、信号機を備えた交差点
、横断歩道、急カーブの道路、又は踏切等の車両の走行速度の低下が必要な減速道路を車
両１が例えば数十μ秒～数秒等の所定時間以内に走行するか否かが判定される。
【００７３】
　このステップＳ１０１の判定の結果、慣性走行中の車両１の減速が必要であると判定さ
れる（ステップＳ１０１：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、慣性走行許
可フラグがオンであるか否かが判定される（ステップＳ１０２）。即ち、慣性走行制御用
ＥＣＵ４３の制御下で、例えば高速道路の走行から渋滞している国道の走行への変化等の
ように車両１の走行道路の状況が変わったことにより、エンジン１０とトルクコンバータ
２４の入力軸との間の動力の伝達が切断されている非伝達状態における慣性走行の状態か
ら、エンジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸との間の動力が伝達されている伝達状
態における通常の走行状態へ復帰させるか否かが判定される。
【００７４】
　上述したステップＳ１０２の判定の結果、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、慣性
走行許可フラグがオンであると判定されない場合、即ち、慣性走行許可フラグがオンでな
いオフであると判定される場合、言い換えると、非伝達状態における慣性走行の状態から
、伝達状態における通常の走行状態へ復帰させるべきと判定される場合（ステップＳ１０
２：Ｎｏ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２から
の信号に基づいて、エンジン切り離しクラッチ２３の締結が完了したか否かが判定される
（ステップＳ１０３）。ここで、エンジン切り離しクラッチ２３の締結が完了した判定さ
れる場合（ステップＳ１０３：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トラン
スミッションＥＣＵ４２は、変速点制御による、アクセル開度を全閉にさせた状態でのダ
ウンシフト、所謂、コーストダウンシフトが要求されたか否かを判定する（ステップ１０
４）。ここに、第２実施形態に係る変速点制御とは、現時点での車両１の走行速度及び現
時点での自動変速機２０のアクセル開度で決まる変速線と異なる変速線を用いて変速を行
うことを意味する。尚、変速点制御によるコーストダウンシフトは、図５（ａ）の太線の
点線Ｌ３２’及び実線Ｌ２３’に示されるように、変速点である点Ｐ１の位置を変化させ
ることなく、変速線を変化させることによりダウンシフトを行うことを意味する。他方、
図５（ｂ）の一点鎖線の矢印は、現時点での点Ｐ１から、現時点での車両１の走行速度と
同じ走行速度及び現時点でのアクセル開度より大きなアクセル開度によって示される点Ｐ
３へ変化させた、３速ギヤ段から２速ギヤ段へ変速する変速点制御、所謂、パワーオンダ
ウンシフトを示す。尚、本実施形態に係る変速点制御によるダウンシフトは、３速ギヤ段
から２速ギヤ段への変速に代えて、３速ギヤ段から１速ギヤ段へ変速する等の１つ以上の
ギヤ段を跨いでダウンシフトしてよい。
【００７５】
　上述したステップ１０４の判定の結果、ダウンシフト要求があると判定される場合（ス
テップＳ１０４：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッション
ＥＣＵ４２は、変速点制御によるアクセル全閉のダウンシフトを許可する（ステップＳ１
０５）。
【００７６】
　他方、上述したステップＳ１０１の判定の結果、慣性走行している車両１において、減
速が必要であると判定されない場合、言い換えると、慣性走行している車両１において、
減速が必要ないと判定される場合（ステップＳ１０１：Ｎｏ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４
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３の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２によって、車両１が、ビジーシフトの発生
する登坂道路を、例えば数十μ秒～数秒等の所定時間内に走行するか否かが判定される（
ステップＳ１０７）。ここに、第２実施形態に係るビジーシフトとは、車両の運転者によ
るアクセルの踏み込みや踏み戻しに起因して、無段変速機２１によるダウンシフトやアッ
プシフトが繰り返し行われる変速の状態を意味する。
【００７７】
　上述したステップＳ１０７の判定の結果、車両１がビジーシフトの発生する登坂道路を
所定時間内に走行すると判定される場合（ステップＳ１０７：Ｙｅｓ）、上述したステッ
プＳ１０２乃至上述したステップＳ２０１以降の各処理が実行され、慣性走行が禁止され
る。
【００７８】
　以上のように、慣性走行中の車両１において減速が必要である場合、エンジン切り離し
クラッチ２３の締結が完了した後で、アクセル全閉のダウンシフトを許可し実行する。こ
れにより、上述した非伝達状態の下で車両が慣性走行している最中に車両１が減速する際
の加速度を小さくさせつつ、車両の走行速度を減速させることが可能である。これにより
、車両の運転者は、車両の慣性走行の最中に減速する際に、変速比の変更に伴う走行ショ
ックに起因した運転上の違和感を体感する度合いを低減することが可能であり、ひいては
、ドライバビリティを向上させることが可能である。
【００７９】
　仮に、慣性走行中の車両１において減速が必要である場合、上述した非伝達状態におけ
る慣性走行から伝達状態における通常走行へ切り替えるタイミングと、ダウンシフトする
タイミングを考慮しない場合、ダウンシフトの後、非伝達状態から伝達状態へ切り替えら
れる可能性があり、減速加速度が大きくなってしまい、ひいては、車両の運転者は、ダウ
ンシフトに伴う走行ショックに起因した運転上の違和感を大きく体感していまい、ドライ
バビリティが低下してしまうという技術的な問題点が生じる。
【００８０】
　（電動式オイルポンプの停止）
　再び、図４に示されるように、上述したステップＳ１０５に続いて、慣性走行制御用Ｅ
ＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２は、前後進クラッチ２２によりエン
ジン１０を切り離す場合、電動式オイルポンプ２６の停止を変速の終了後に実施すること
が好ましい（ステップＳ１０６）。これにより、自動変速機２０等へ供給された作動油の
油圧が低下することを効果的に防止することができる。
【００８１】
　（エンジン切り離しクラッチの締結の実施）
　再び、図４に示されるように、上述したステップＳ１０２の判定の結果、慣性走行制御
用ＥＣＵ４３の制御下で、慣性走行許可フラグがオンであると判定される場合（ステップ
Ｓ１０２：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、慣性走行許可フラグがオフ
にされる（ステップＳ２０１）。これにより、非伝達状態における慣性走行の状態から、
伝達状態における通常の走行状態へ復帰させることができる。
【００８２】
　次に、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、エンジンＥＣＵ４１によって、アイドリ
ングが実施中であるか否かが判定される（ステップＳ２０２）。ここで、アイドリングが
実施中であると判定されない場合（ステップＳ２０２：Ｎｏ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４
３の制御下で、エンジンＥＣＵ４１によって、エンジン１０は停止中であるか否かが判定
される（ステップＳ２０３）。ここで、エンジン１０が停止中であると判定された場合（
ステップＳ２０３：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、エンジンＥＣＵ４
１によって、エンジン１０が始動される（ステップＳ２０４）。
【００８３】
　続いて、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２によっ
て、エンジン切り離しクラッチ２３の締結が実施される（ステップＳ２０５）。
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【００８４】
　典型的には、このエンジン切り離しクラッチ２３の締結が実施される場合、エンジンの
回転速度に応じたクラッチ係合圧の制御が実施されることが好ましい。これにより、エン
ジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸とを適切且つ確実に伝達可能に係合することが
できる。
【００８５】
　以上のように、慣性走行中の車両１の減速が必要である場合、或いは、車両１がビジー
シフトの発生する登坂道路を所定時間内に走行する場合、慣性走行許可フラグをオフにし
、非伝達状態における慣性走行の状態から、伝達状態における通常の走行状態へ復帰させ
るためにエンジン切り離しクラッチ２３の締結を、ダウンシフトの実行以前に実施する。
【００８６】
　（慣性走行における制御処理）
　再び、上述した図４中のステップＳ１０７の判定の結果、車両１がビジーシフトの発生
する登坂道路を所定時間内に走行すると判定されない場合（ステップＳ１０７：Ｎｏ）、
慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、エンジンＥＣＵ４１によって、アイドリングが実
施中であるか否かが判定される（ステップＳ３０１）。ここで、アイドリングが実施中で
あると判定される場合（ステップＳ３０１：Ｙｅｓ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御
下で、慣性走行許可フラグがオンにされる（ステップＳ３０２）。
【００８７】
　次に、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２によって
、エンジン切り離しクラッチ２３の解放が実施される（ステップＳ３０３）。これにより
、エンジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸との間で動力が伝達されない。
【００８８】
　典型的には、エンジン切り離しクラッチ２３の解放が実施される際に、エンジンに燃料
が供給されないフューエルカット状態である場合、エンジン１０が停止してしまうので、
電動式オイルポンプ２６を始動することが好ましい。これにより、エンジンの停止に関わ
らず作動油を自動変速機２０に供給することが可能である。
【００８９】
　他方、エンジン１０に燃料が供給されないフューエルカット状態でない場合、エンジン
切り離しクラッチ２３の解放の後にエンジン１０を停止してよい。典型的には、前後進ク
ラッチ２２によって、エンジン１０と自動変速機２０とを切り離す場合は、作動油の油圧
が無くなってしまうので、電動式オイルポンプ２６を起動することが好ましい。これによ
り、前後進クラッチ２２による非伝達状態に関わらず作動油を自動変速機２０に供給する
ことが可能である。
【００９０】
　特に、本願発明者の研究によれば、自動変速機２０を備える車両１では、エンジン１０
がアイドリングを実施している状態（即ち、車両１の運転者がアクセルを離したアクセル
オフの状態）で車両１が慣性走行している場合、次の第１の制御処理及び第２の制御処理
を行うことが好ましいことが判明している。即ち、この場合、第１の制御処理として、慣
性走行の最中に、エンジン１０側を車輪側から切り離すことによって機械的な負荷（即ち
、フリクション）を低減する。このことに加えて、第２の制御処理として、車両１の運転
者がアクセルを再度、踏み込んだアクセルオンの状態となった場合にエンジン１０側と車
輪側とを繋ぐことが好ましい。これにより、燃費の向上が図られることが判明している。
【００９１】
　（非伝達状態の慣性走行から伝達状態の走行への切り替え制御処理：続き）
　再び、上述した図４中のステップＳ３０１の判定の結果、アイドリングが実施中である
と判定されない場合（ステップＳ３０１：Ｎｏ）、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で
、慣性走行許可フラグがオンであるか否かが判定される（ステップＳ３０４）。ここで、
慣性走行許可フラグがオンであると判定される場合（ステップＳ３０４：Ｙｅｓ）、慣性
走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、慣性走行許可フラグがオフにされる（ステップＳ３０
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５）。
【００９２】
　続いて、上述したステップＳ２０３乃至ステップＳ２０５が実施される。
【００９３】
　他方、上述したステップＳ２０３の判定の結果、エンジン１０が停止中であると判定さ
れない場合、言い換えると、エンジン１０が停止中でない、即ち駆動状態であると判定さ
れる場合、（ステップＳ２０３：Ｎｏ）、エンジン１０を始動するステップＳ２０４は省
略される。
【００９４】
　他方、上述したステップＳ３０４の判定の結果、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で
、慣性走行許可フラグがオンであると判定されない場合、即ち、慣性走行許可フラグがオ
ンでない、即ち、オフであると判定される場合、典型的には、非伝達状態における慣性走
行の状態から、伝達状態における通常の走行状態へ復帰させるべきと判定される場合（ス
テップＳ３０４：Ｎｏ）、上述したように、慣性走行制御用ＥＣＵ４３の制御下で、トラ
ンスミッションＥＣＵ４２からの信号に基づいて、エンジン切り離しクラッチ２３の締結
が完了したか否かが判定される（ステップＳ１０３）。
【００９５】
　尚、上述した第１及び第２実施形態に係る慣性走行中は、エンジン１０が停止されてよ
い。他方、自動変速機２０等への油圧の供給は、電動式オイルポンプ２６よりもメカポン
プ２５のほうが効率がよい。しかしながら慣性走行中はエンジン１０が停止しているので
、メカポンプ２５により自動変速機２０等へ油圧を供給することができず、燃費が低下す
るおそれがある。そこで、第１及び第２実施形態では、更に、慣性走行制御用ＥＣＵ４３
の制御下で、トランスミッションＥＣＵ４２により、慣性走行へ移行する際に、出力側回
転体が入力側回転体に係合された状態で、エンジン１０とトルクコンバータ２４の入力軸
との間の動力の伝達を切断するようにエンジン切り離しクラッチ２３が制御されてよい。
【００９６】
　これにより、車両１が慣性走行へ移行した場合、トルクコンバータ２４のトルコンカバ
ーが、駆動輪３３ａ及び３３ｂの回転に起因して回転駆動されるトルクコンバータ２４の
ロックアップピストンに伴って回転することとなり、もって、メカポンプ２５により油圧
を発生させることができる。この結果、車両１が慣性走行中であっても、メカポンプ２５
により油圧を供給することができ、燃費効率を向上させることができる。
【００９７】
　また、本実施形態では、エンジン切り離しクラッチ２３によって、エンジン１０の動力
を駆動軸に伝達されなくさせたが、本発明はこの限りでなく、エンジン切り離しクラッチ
２３に代えて、前後進クラッチ２２によって、エンジン１０の動力を駆動軸に伝達させな
くさせてよい。
【００９８】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
を伴う駆動制御装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明は、例えば自動車等の車両の駆動制御装置に利用可能であり、特に、車両が慣性
走行している際の駆動制御を行う駆動制御装置に利用可能である。
【符号の説明】
【０１００】
１…車両
１０…エンジン
２０…自動変速機
２１…無段変速機
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２２…前後進クラッチ
２３…エンジン切り離しクラッチ
２４…ロックアップクラッチ付きトルクコンバータ
２５…メカポンプ
２６…電動式オイルポンプ
４１…エンジンＥＣＵ
４２…トランスミッションＥＣＵ
４３…慣性走行制御用ＥＣＵ
４４…バッテリーＥＣＵ
４５…通信機
４６…前方カメラレーダー
４７…ナビゲーション装置
１００…駆動制御装置

【図１】 【図２】
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